
参考資料1  第37回社会保障審議会医療保険部会  平成21年12月8日   

協会けんぽの財政問題への対応策について（案）  第36回医療保険部会提出資料  

1．国庫補助率の引上げ  【法律改正事項】  

○協会けんぽの保険給付費に対する国庫補助は、健保法の本則上、「16．4％から20％までの範囲内で政令で定める割合」と   
されているが、平成4年以降、「当分の間13％」となっている暫定補助率から引き上げる（来年度予算の概算要求で事項   
要求中）。  

【法律改正事項】  2．単年度の財政均衡の特例・財政健全化計画   

○協会けんぽについては、毎事業年度の財政均衡が要件とされているが、平成22年度に、前年度の借入金（約4500億円   
程度の見込み）の償還を行うと大幅な保険料率の引き上げが見込まれることから、財政均衡の要件の例外を定めるとともに、   
中期的な財政健全化の枠組みを法定する。  

【法律改正事項】  3．被用者保険内の費用負担の在り方の見直し   

○別系氏のとおり。   

【その他の検討事項】  

①都道府県単位 保険料率の激変緩和措置の期間・幅   

・協会けんぽの財政状況の急激な悪化を踏まえ、協会けんぽの都道府県単位保険料率に関し、激変緩和措置を講じることが  
できる平成25年9月までの期間（5年間）について、どのように考えるか。また、現在、全国平均との差を1／10に  
圧縮しているが、平成22年度においては、どのように考えるか。  

②保険料率の上限   

・現在、3％から10％までと法定されている協会けんぽ・健保組合の保険料率の上限については、各保険者の現在の財政状  
況等を踏まえ、引き上げるべきではないか。  

③現金給付の見直し（全国健康保険協会の要望事項）   

・協会けんぽ・健保組合における傷病手当金・出産手当金について、 各給付の基本的な役割を踏まえつつ、給付の重点化・  
適正化を図る観点から、給付水準や給付要件の見直しを行うべきではないか。   
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 被用者保険内での後期高齢者支援金の総報酬割について（骨子案）  

【1．趣旨】  

○現行の後期高齢者支援金の負担額は、国保と被用者保険の共通の拠出ルールとして、「加入者数（0～74歳）」を基に算定。   

※各保険者の負担額＝加入者1人当たり負担額（44，506円：22年度概算要求ベース）× 加入者数（0～74歳）  

○他方、被用者保険内では、各保険者の財政力にばらつきがあり、財政力が弱い保険者の支援金負担が相対的に重い。  

○このため、現行制度の下で、できる限り、実質的な負担能力に応じた費用負担を実現する観点から、後期支援金について、  

被用者保険内では、各保険者の「総報酬額」に比例した負担方法を導入する。（国保と被用者保険の間では、加入者割を維持）   

※昭和59年に創設された退職者医療制度では、退職後に国保に加入する被用者OBの医療費を負担する「退職者給付拠出金」を  

被用者保険者内で総報酬割で負担。  

【2．協会けんぽへの財政影響】  

○総報酬割の導入により、後期支援金が応能負担となった場合、健保組合との財政力の違いに着目した協会けんぽの支援金   

負担への国庫補助（16．4％：約2700億円）は、廃止の見込み。  

○この国庫財源（約2700億円）を活用し、協会けんぽに対する国庫補助を拡充する。  

総報酬割導入による後期支援金の負担額の変化（推計）  （22年度概算要求ベース）  

協会けんぽ   健保組合   共済組合   被用者保険計   

1兆6700億円（注1）   4400億円（注1）   3兆5800億円  
加入者割  

（1人当たり4．45万円×3460万人）   （1人当たり4．45万円×写990万人）   
1兆4600億円住1）  

（1人当たり4．45万円×890万人）  （加入者7360万人）   

1兆4200億円   1兆6000億円   5500億円   3兆5800億円  
総報酬割           （総報酬77．3兆円（全体比39．8％））   （総報酬87．2兆円（全体比44．8％））   （総報酬29．6兆円（全体比15．2％））  （総報酬194兆円）   

負担感の変化   －2500億円   ＋1400億円   ＋1000億円   ±0   

（注1）前期高齢者に係る支援金負担分（協会1300億町、健保組合1300億円、共済組合400億円）を含む。  
（注2）100億円単位で端数処理。  

【3．実施時期】  

○平成22年度賦課分から実施。  
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後期高齢者支援金に総報酬割を導入した場合の所要保険料率の変化（イメージ）  

所要保険料率  

3．2％  

1．8％  

0．7％  

262万円  
（全被用者平均）  

150万円  650万円  

加入者1人当たり報酬額  

（注1）21年度賦課ベース。所要保険料率は、前期財政調整を加味した支援金負担を算定。  

（注2）協会けんぽの加入者1人当たり報酬額は224万円。1人当たり報酬額が協会けんぽより高い保険者は1366、低い保険者は196。  

（参考）後期支援金の負担額の変化の例（21年度賦課ベース）  

加入者数   加入者一人当たり報酬額   加入者割   総報酬割   

90百万円（注）  181百万円  

A健保組合   1857人   540万円  （単価43，323円×1，857人）  （総報酬10，030百万円）  

所要保険料率  0．9％   所要保険料率 1．8％   

100百万円鏑  59百万円  

B健保組合   2094人   156万円  （単価43，323円×2，094人）  （総報酬3，263百万円）  

所要保険料率  3．1％   所要保険料率 1．8％   

（注）前期高齢者に係る支援金負担分（A組合9百万円、B組合9百万円）を含む。  
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 「被用者保険内の費用負担の在り方の見直し」として考えられる選択肢（全体）  

（参考1）  

65歳未満医療給付費   前期高齢者納付金   後期高齢者支援金  
総報酬割を導入   加入者割⇒総報酬割   加入者割う総報酬割  

調整対象額  
（22年度概算要求ベース）   

7兆3，200億円   3兆2′300億円   3兆5′8∝）億円   

1人当たり前期高齢者給付貴   

×  

加入者の療養の給付等に  加入者数（0歳～74歳）   加入者1人当たり負担額  
現行の各保険者の負担額  

要する費用  ×  ×    全国平均の前期高齢者加入率 当該保険者の前期高齢者加入率  加入者数（0歳～74歳）   

○現行の高齢者医療制度の施行に  

総報酬割の導入のねらい   ○保険者間の財政力格差の解消を  より、被用者保険の負担が大きく  ○他制度支援としての負担の平準化  
図る。   増加した部分に着目し、その負  を図る。   

担の平準化を図る。  

○加入者医療真に係る負担調整で  ○高齢者医療制度改革の中で取り  ○高齢者医療制度改革の中で取り  
あり、各保険者の医療貴通正化  扱うべき問題ではないか。  扱うべき問題ではないか。  
など、保険者機能に悪影響を及  

ぽすのではないか。  
算定基礎としており、65歳未満  

総報酬割の導入の留意点             O「将来的な医療保険制度の一元  医療真の財政調整と同様の問題  

に、被用者保険内で完全な財政  

調整を実施することになるのでは  
ないか。   

○前期納付金は、加入者医療糞を     的運用」に向けた広範な議論の前     を含む。   
（参考）医療保険者は、介護保険の第2号被保険者数（40歳～64歳）に応じて、介護納付金を拠出0被用者保険計1兆3700億円（21年度賦課ベース）  
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（参考2）  

◎高齢者医療制度に関する検討会（厚生労働大臣主宰）  

「高齢者医療制度の見直しに関する議論の整理」（平成21年3月17日）（抜粋）  

3．制度の見直しに関する論点  

（3）世代間の納得と共感が得られる財源のあり方について   

一方、蜘、らの仕送りである支援金や前期高齢者の医療費を支える納イ寸金  

については、現行制度では、それぞれの保険者の加入者数等に応じた費用負担として  

いるため、財政力の弱い被用者保険の保険者の負担が過重になっている。このため、  

国保と被用者保険の間は加入者数で均等に分け、被用者保険の中ではゝ財政力の強  

い保険者が財政力の弱い保険者を支援するものとなるよう、保険者の財政力に応じた  

応能負担による助け合い・連帯の仕組みにすべきであるという意見があった。  
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平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例  （参考3）  

及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案の概要  
（平成20年通常国会提出。平成20年臨時国会において審査未了廃案）  

○平成20年度予算の2200嘩円対策の一環として、単年度の特例措置として、政管健保への国庫補助の削減  
（1000億）とともに、被用者保険から政曹健保への支援を規定。（健保組合750億円、共済組合250億円）  

政管健保（協会管掌健康保険）  

（国庫補助は1000億円削減）  
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参考資料2  第37回社会保障審議会医療保険部会   平成21年12月8日  

第36回医療保険部会提出資料（一部修正）  

参考資料  

（協会けんばの財政問題関係資料）   



全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険1共済組合の比較  

協会け んぽ   組 合 健 保   共 済 組 合   

被 保 険 者   
主として中小企業の   主として大企業の   国家・地方公務員  

サラリーマン   サラリーマン   及び私立学校職員   

保険者数  

（平成20年度末）   
1   1，497   7 7 

加 入 者 数   3，471万人   3，034万人   900万人 
（平成20年度末）   本人1，950万人   本人1，608万人   本人 438万人  

家族1，521万人   家族1，437万人   家族 462万人   

加入者平均年齢  

（平成20年9月末）   
36．0歳   33．8歳   33．4歳   

加入者1人当たり医療費  

（平成20年度）   
14．5万円   12．6万円   13．3万円   

被保険者1人当たり  

標準報酬総額（年額）  385万円   554万円   681万円   
（平成20年度）  

保険料率   平均82％0   平均73．80％0   

（平成20年度）   （81．5～82．6％0）   （31．20～100％。）   
平均70．45％。  

ヨ■  

資料出所：厚生労働省保険局調査課調べ  

（注1）協会けんぽの数値には平成20年9月30日までの政管健保の数値を含む。  

（注2）数値は速報値である。ただし、共済組合の被保険者1人当だり標準報酬総額及び保険料率は平成19年度の確定値である。  

（注3）加入者1人当たり医療費は、審査支払機関における審査分の医療費である（療養費等を含まない）。  

（注4）組合健保の保険料率については、調整保険料率が含まれる。  

（注5）保険料率については、協会けんぽのものは全国平均、組合健保・共済組合のものは単純平均。  
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標準報酬総額の差  

・健保組合と協会けんぽ（政管健保）の標準報酬総額の水準には差があり、平均で1．44倍（平成20年度）。  
・平成15年度からの総報酬制導入以降、差は大きくなっている。  

ヂ  

．女ざ  
注1：各制度の事業年報等を基に作成。  
注2＝平成元年度～14年度については、各年度の被保険者1人当たり標準報酬月績を単純に12惜したもの。  

平成15年度以降については、被保険者1人当たり標準報酬総績（年綾）である。  
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第35回社会保障審言義金医療保険部会 小林委員提出資料（抄）  

協会けんぽにおける来年度保険料率の見通しの修正について  

平成21年11月17日 仲全国健康保険協会   
協会けんぽは、中小企業の従業員を中心とした、健康保険組合に入っていない被用者・家族3500万人の加入する健康保  

険であり、被用者保険の最後の受け皿として、昨年10月に社会保険庁から政管健保を引き継いでいる。協会において、来  

年度の保険料率見通し等を去る10月19日に公表。   

その後も、被保険者の賃金低下に伴う保険料収入の減少、秋以降の新型インフルエンザ流行による医療費の増加など予  

想以上の財政悪化が続いており、その悪化要因を踏まえて、見通しを修正。  

○来年度の平均保険料率は、現行制度を前提として（国揮補助率13％）、現在の8．2％から9．5％に引上がる見通しであっ   

たが、これを9．9％lこ修正（月収28万円の場合、労使合計で月約3600円増であったが、約4800円増に修正）。  

010月5日に続き、本日、国庫補助率引上げを国に再度要望したが、暫定的な補助率（13％）から法律本則上の補   

助率（16．4～20％）に改定された場合であっても、平均保険料率は9．7～9．4％に引上げ（同4200～3400円増）。  

○保険料率の法定上限は10．0％であり、都道府県単位保険料率に係る激変緩和措置や診療報酬改定の内容次第では、   

必要な保険料収入を確保できない事態になる。  
平均保険料率の来年度の見通し  前提：今年度末に見込まれる赤字（4500億円）を来年度中に解消  

9J  

庫補助率13％の場  

；3月改定なら 9．9％  
法定上限率  

現行の料率  

激減緩和措置1／10（現行）を維持した  都道府県毎に  
場合の都道府県単位料率への影響  ▲0．06～＋0．06％   

同 ▲0．06～＋0．06％   同 ▲0．06～＋0．06％   

激減緩和措置3／10とした場合の  
都道府県単位料率への影響   

同 ▲0．17～＋0．15％   同 ▲0．17～＋0．15％   同 ▲0．16～＋0．14％   

診療報酬1％当たりの  
平均料率への影響  0．07％（満年度で0．08％）  0．08％（満年度も同じ）   0．08％（満年度も同じ）  

※激変緩和措置：都道府県単位保険料率へ円滑に移行するため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、料率を設定。  
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協会けんぽの収支イメージ（医療分）  

（単位：億円）  

21年度  22年度  

20年度  

10月時点の協会推計  （d  直近での見蹟し （d）  （d）－（G）   

備考  
（決算）  

10月時点の協会推計  （a）  田近での見籠し （b）  （b）－（a）  

、保険料収入  62．013  60．100  59，600  ▲400  68，400  70，200   1，800  ○左の22年庇の保険料収入を為に機械朗に試算  

翫r 88．400  した保険料率く3月改定の場合）g．9％  
′′ （9月改定の場合）‖・紬  

収  如し．j生聖  6¢．500   ‥…郎砺   
国庫補助等  9，093  9・700  9，700  0  9，900  10．000   られた場合の数値。これを基に故絨的に試算し  

た保険料率（3月改定の場合）9．7％  
※111・700  11．800  …′′ （9月改定の場合）11・1％  

※z羞13．600  13．700   入  童※2匡I席捕助串が13％から20％に引上げられ  
ヽ●…………●■■…●…  

その他  251  600  600  0  300  300l   た場合の数値。これを基に偲洩的に試算した保 検料率（3月改定の場合）9．ヰ％  
II . 

計   71，357   70，300   ▲400   了8，600   
（9月改定の場合）10．6％  

69，90Q  80．400   1，800   

保険給付費   431375   ．44．500  45，400  900   45，200   45¶600   400  

老人保倣拠出金   1．960  0  0  0   100   100l  0  

支  9．449  11．000  11．000  0   11、900   11，900  0  

後期高齢者支操金   13．131   15，100   15．100   0   14，800   14．800  0  

退職者給付拠出金  4．467  2，700  2，700  0  2．000  2，000  0  

出  9  0  0  0  0  0  0  

その他  1．257  1．7∝〉  1，700  0  1．800  1，600  0  

計   73．647   75，000   75．900   900   75．500   76，000   500   

単年度収支差  ▲2．290   ▲4．600   ▲6，000  ▲1．400   4．500   1，40   

準備金残高  1，539   ▲3，100   ▲4．500  ▲1．400   0   0   0   

・‾1  

（注）1．従来の政府管掌健康保険の単年度収支と同様の手法で作成したもの。  

2．場数整理のため、計数が盤台しない場合がある。   



（対馬委員提出資料）  第35回社会保障書芸蓋会医療保険部会   

健康保険組合の財政状況  （平成21年11月25日）  
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哺乳患部蛸駐混弘一－－モき恥こ  

前期・後期の区分をなくし、65歳以：  
若年者からの  

支援  
公  費  上の高霜者を対象に一元的な運用  

を行う別注ての制度  

患者一郎負担を除くl重箱矧こついて、5   

割を目i葦tこ公告を投入するぐ   

それ以外の5割部分は、高齢者の保隕   

料と若年者の支援により賄う。   

芸年書からの支援は、被用者保険と国   

保の毒年番諏で按分し、言度用宥保障では、   
公費投入を前提に負担能力に見合った   

ものとする。  



ji戸   
今、3000万人の国民の健康を守る「健康保険組合」は危機に瀕しています。健保組合は、平成20・  

21年度と2年連続で巨碩な赤字を計上し、赤字組合の割合も9割を超えています。厳しい財政状態か  

ら、耶散に追い込まれる組合もあり、また今後、続出することも懸念され、健保組合は今まさに存亡の危  

機にあります。   

この未曽有の危機を招いた最大の要因は、保険料収入の5割近くを占める過重な高齢者医療制度の  

納付金・支援金負担にあります。高齢者医療の負担は二健保組合がその本来の使命である保険者機能  

を十分に発揮できる、負担可能な納得性のあるものでなければなりません。   

我々は高齢者医療制度を、65歳以上を対象とし、十分な公費投入により国民全体で公平に負担する  

制度に改革するよう、また改革が実施されるまでの間、瀬戸際に立つ健保組合に対し、過重な負担を軽  

減する財政支援を継続・拡大するよう強く要求します。   

「民の力」で、自主・自立を基盤に3000万人の健鹿を支え、かつ最も効果的・効率白勺に保険者機能  

を発揮できる健保組合は、曽保険制度の維持に不可欠です。また、財政諷整・一元化は、保険者の自主  

性と経営努力のインセンティブを否定し、保険者機能の高度化を阻冨するものであり、絶対に認められ  

ません。国民の安心碓保に向けて「健康保険組合制度」を守るべく、我々は不退転の決意で臨みます。   

全ての健保組合は次の事項の実現を期し、組織の総意をもってここに決議します。  

高齢者医療制度の改革と適正な公費投入の実現   

高齢者医療制度は、年金、介護との整合性の面からも、前期・後期を区切らず65歳以上を対象にし  

た新たな制度に再構築すべきです。また、その費用は、国民全体で支える硯点から、国による十分な公  
費を中心に賄われるべきです。  

健保組合の過重な負担を軽減する財政支援の継続・拡大   

鰹保組合は、平成20年度3060億円、21年度6150億円と2年連続で巨細の赤李を計上し、9割が赤  

字組合に陥っています。その最大の要因は、高齢者医療制度の納付金・支援金の過重な負担にあります。  

制度が改革されるまでの聞、過重な負担に苦しむ健保組合に対し、財政支援措置を継続・拡大すべきです。  

制度間の財政調整・一元化の断固柑止   

貝オ政調整・一元化は、保険者の自主性を否定し、保険者の効率化の意欲や経常努力を低下させるも  

のです。医療保険に欠くことのできない保険者機能の発揮を阻害する制度間の財政調整や一元化は、  

断固関止します。  

保険者機能を十分に発揮1雷護る組合方式の推進   

健保組合は、疾病保険的役割にとどまらず、医療費の適正化、加入者へのきめ細かい保健事業等、保  

険者機能を最も効果的に発揮できる保険者です0高齢化等による医療費の増大が避けられない中、限  

りある医療資源を有効活用するためにも、保険者機能を十分に発揮できる組合方式を推進すべきです。  
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協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ  

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療貴が高く、保険料率が高くなる0また、所得水準の低い  
県ほど、同じ医療貴でも保険料率が高くなる0このため、都道府県間で次のような年齢調整傭得調整を行う0  
※都道府県単位保険料率になることで、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置を講じる。  

全国一本の保険料率   

（20年9月まで）  

都道府県単位保険料率（20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例  

都道府県ごとの医療真の  

水準にかかわらず保険料  
率は一律  

A県  

最
終
的
な
保
険
料
率
 
 
 

後期喬齢者支援  

金など全国一律で  

険
 
保
 
 

賦課される  

分を合算  

（※）塾変緩和措置は、協会発足後5年間（～平成25年9月までの間）、講じる（法律事項）。   
激変緩和措置の内容については、毎年度決定。  

（※）災害等特殊事情につい七も、適切な調整を行う。  

9  



平成21年度の都道府県単位保険料率 全国平均との差  

当  
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保険料率の上下限について  

平成18年6月の津改正により、平成20年度から特定健  
診り寺定保健指導が開始することに伴い、一般保険料率が  
上限に近い健保組合についても、積極的に保健事業を実  
施することができるよう上限を引上げ。  

政管健保   協会けんぽ   

昭和56年3月～   平成20年10月～   

6．6～9．1％   3．0′・■10．0％   

政管健保の保険料率の上下限についても、協会けんぽ  
へ公法人化されることに伴い、健康保険組合と同一の率を  
設定。  

（参 考）  

協会けんぽ（政管健保）   

※1：調整保険料率が含まれる ※2：総報酬制の導入 ※3：4月に健康保険組合の上限改正、10月に協会けんぽの上下限改正  
※4：全国平均保険料率 ※5：見込の数値  

※6：仮に、最も高い都道府県の保険料率について、平均との帝離幅を平成21年度と同様にして設定した場合、9・85％～9・95％  
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傷病手当金及び出産手当金について  

傷病手当金  出産手当金  

±。上土：‘■I≧土．・          迩 ・ギ  l    i  

に                 ヽ■               ■塵l虫1          て号■  

ヰ∴∴△；  正 聖  壱報酬が重けら ， 

倉ニ                               、                     ‖妄こ■・が二ヤ r謀一重…謀竹芝†：b■  
きなし＼期間」＼畢綺草れ＝昂。  

1日につき、標準報酬日額（標準報酬      月額の30分の1に相当する額）の3分の2に相当する  
支給額  

金額   

華  
＋㊥疾痺和事食傷び項  

席  
▼ ■三：＝＝＝  

起草し辛1旦6月毯超えな適嘩   
麺  

※ 予定日より遅れて出産した場合の支給期間は、出産予定日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産日後  

56日ゐ範囲内となっており、実際に出産した日までの期間も支給される。  

直近の改正（平成19年4月）  

とするため、支給額を、賃金の6割相当額から3分の2相当鐘に引上げ。  

○ 傷病や出産により労務に服することができなくなったものに対する所得保障という性格を  

踏まえ、任意継続被保険者に対する支給については廃止。  
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